
令和６年度 １２月補正予算（案）の概要について

令和６年１１月２６日

■予算の規模

１ 一般会計

補正前の額 １７,２６６,４０５千円

補 正 額 ３８３,５０１千円

補正後の額 １７,６４９,９０６千円

前年度１２月補正後予算との対比 ８８１,６６４千円

(＋５.３％増)

【補正予算の財源】

特 定 財 源 ２７７,７４０千円

国 庫 支 出 金 １７５,１５３千円

県 支 出 金 ２８,２８７千円

地 方 債 ７４,３００千円

一 般 財 源 １０５,７６１千円

市 税 △１２３,２３８千円

地方特例交付金 １２９,６８６千円

地 方 交 付 税 １３,３９２千円

繰 越 金 ６５,６２４千円

諸 収 入 ２０,２９７千円



２ 特別会計

(１)国民健康保険事業

補 正 額 ４３５,３９１千円

(２)後期高齢者医療

補 正 額 ７２９千円

(３)介護保険事業

補 正 額 ５,９６３千円

３ 公営企業会計

(１)水道事業

補 正 額 ３１５,１７５千円

(２)下水道事業

補 正 額 １,５３３千円



■補正予算(案)の主な内容

重点施策「進化する潟上」の創造～３つの力～に基づく事業、公共事業のほか、

給与改定に伴う人件費の補正等について計上する。

Ⅰ「進化する潟上」の創造～３つの力～に基づく事業

１ 「稼げる力」の創造

[6.1.3 農業振興費]

(１)農業次世代人材投資事業(農林水産振興課) ４５０千円

新規就農者の意欲喚起と定着を図るため、経営確立に資する資金を支援する。

・実施主体 独立・自営就農時に 49 歳以下の者

・補助率等 定額(150 万円)、最長５年間

[7.1.3 ふるさと納税事業費]

(２)ふるさと納税事業（商工観光振興課） １５,８２６千円

ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）を原資とした基金による市の振興のた

め、返礼品の充実や潟上市の知名度向上、寄附者及び寄附金額の増加を図る。

２ 「支える力」の創造

[2.1.6 企画振興費]

(１)潟上市結婚新生活支援事業（企画政策課） １,５００千円

新婚世帯の経済的負担を軽減するため、夫婦ともに 39 歳以下かつ夫婦の合

計所得が 500 万円未満の世帯に対し、婚姻に伴う住居費等の一部を助成す

る。

・補助対象 婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、

引越費用

・限 度 額 １世帯あたり 30 万円

ただし、夫婦ともに 29 歳以下の場合は１世帯あたり 60 万円

・財源内訳 県 2/3、市 1/3



［3.1.2 障害者福祉費］

(２)介護給付費・訓練等給付事業等(社会福祉課) ６３,２３９千円

障がいのある方が、地域の中で自立した生活を送るため、日常生活に必要な

サービスを受ける費用を給付する。

［3.1.3 福祉医療給付費］

(３)福祉医療給付事業(社会福祉課) １８,４４８千円

児童等、高齢身体障害者等の心身の健康の保持と生活の安定を図るため、医療

費自己負担分を助成する。

［3.2.4 保育園費］

(４)子どものための教育・保育給付事業(子育て応援課) ３０,４７７千円

就学前教育・保育の充実のため、潟上市立施設以外の教育・保育施設の利用

に対する経費を支援する。

①広域入所保育委託料 △２７,２１６千円

②特定教育・保育施設等運営費負担金等 ５７,６９３千円

［3.2.8 児童手当費］

(５)【拡充】児童手当給付事業（子育て応援課） ５９,０３０千円

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、児童手当を支給

する。

・変更内容 ①所得制限の撤廃

②高校生年代までの支給期間の延長

③多子世帯への加算（第３子以降３万円）

④支給回数の変更（４ヶ月に１回→２ヶ月に１回）

・支 給 額 令和６年１０月分（１２月支給分）から

３歳未満 第１・２子 月額１万５千円

第３子以降 月額３万円

３歳以上高校生年代

第１・２子 月額１万円

第３子以降 月額３万円



［10.6.1 社会体育総務費］

(６)スポーツ団体活動支援事業(文化スポーツ課) ８３６千円

生涯スポーツの推進を図るため、各種スポーツ団体の活動を支援する。

・事業内容 スポーツ少年団派遣費補助金

［国民健康保険事業特別会計］

(７)国民健康保険保険給付事業(市民課) ４３２,６９４千円

国民健康保険制度に基づき、被保険者の医療費を負担する。

①療養給付費 ３２７,４６０千円

②療養費 １,０８０千円

③高額療養費 １０４,１５４千円

Ⅱ 公共事業

［6.1.4 農地費］

(１)ため池等整備事業（農林水産振興課） ２４９千円

越水などの災害を防止するため、老朽化が進む農業用ため池施設等を整備す

る。

・実施主体 秋田県、潟上市ほか２自治体、馬場目川水系土地改良区

・実施箇所 真崎堰地区（飯塚）

・負担割合 国 55％、県 28％、市町村 10％(潟上市 0.695％）、

土地改良区７％



[水道事業会計]

(２)【拡充】水道管路更新事業(上下水道課) ３１０,０００千円

上水道の安定供給を図るため、配水管路の適正な維持管理と老朽化や自然災

害への備えとして計画的な更新・改修を行う。

・基幹配水管路の更新（天王追分地区）

Ⅲ その他

[各会計]

(１) 給与改定等に伴う人件費補正 １２２,４５８千円

【内訳】

・一般会計 １０９,９９８千円

・国民健康保険事業特別会計 ２,６９７千円

・後期高齢者医療特別会計 ６１１千円

・介護保険事業特別会計 ５,７２３千円

・水道事業会計 １,９１７千円

・下水道事業会計 １,５１２千円

[2.3.1 戸籍住民基本台帳費]

(２)火葬場使用助成事業（市民課） ３,１５０千円

市民負担の軽減と平等性を図るため、火葬場の利用に係る費用を助成する。

・助成額（年齢に応じ区分あり）

男鹿市斎場 上限 42,000 円に変更（11/1 利用分から）



[6.1.4 農地費]

(３)県営造成施設等突発事故復旧支援事業(農林水産振興課) １７６千円

土地改良区施設の復旧を支援するため、緊急的に実施する復旧工事にかかる

費用の一部を補助する。

・事業箇所 ①上川口揚水機場（飯田川下虻川地内）

②飯塚揚水機場（飯田川飯塚地内）

・対象経費 ①ポンプ制御装置改修費

②ポンプ復旧工事費

・補助率等 対象経費×1/10（市 1/10）

＜繰越明許費＞【１件】

＜債務負担行為＞【２件】

＜地方債＞【５件】

款 項 事業名 金額(千円)

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費 水 道 事 業 会 計 出 資 事 業 56,600

事 項 期 間 限度額(千円)

道 路 維 持 補 修 事 業 令 和 ７ 年 度 24,211

公 園 長 寿 命 化 事 業 令 和 ７ 年 度 310,584

起債の目的 補正前限度額(千円) 補正後限度額(千円)

過疎地域持続的発展特別事業 35,900 47,300

農 業 基 盤 整 備 事 業 17,200 17,500

道路冠水対策備品整備事業 52,700 58,000

消 防 水 利 施 設 整 備 事 業 4,300 5,000

水 道 事 業 出 資 債 14,500 71,100


